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条例等審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和５年９月１３日（水） 

午前 ９時５７分  開 会 

午前１１時００分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  瀬 崎 雅 弘   副委員長  奥 本 菜保巳 

委  員  久保田 隆 二   委  員  舩 見 昌 功 

委  員  田 嶋 孝 安   委  員  遠 藤 泰 子 

委  員  春 日 洋 子   委  員  森   三 郎 

副 議 長  加 澤   明 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．説 明 員   副市長 ほか 

 

６．事務局職員   副参事兼次長  冨 田 暁 史   主  査  星   佳奈美 

 

７．案  件   議案第４７号から議案第５５号までの計９件 

 

８．会議概要 

瀬崎委員長：定刻前ですけれども、全員おそろいですので始めさせていただきます。 

おはようございます。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

ただいまより条例等審査特別委員会を開会いたします。 

本委員会には、去る９月７日の本会議において、議案第４７号から議案第５５号までの

計９件が付託されています。議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

議案第４７号三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 
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総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４７号三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、御説明申し上げます。 

 この議案は、個人番号カード及び移動端末設備を利用し、コンビニエンスストア等に設

置されている多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を受けることができるようにするた

め提案するものであります。 

 議案書の１０ページを御覧いただきたいと思います。 

新たに加える第１７条は、印鑑登録をした者が、コンビニエンスストア等に設置されて

いる多機能端末機から、個人番号カード又は個人番号カード所持者のスマートフォンに搭

載された電子証明書を使用して、印鑑登録証明書の交付の申請及びその交付ができるよう

にするものであります。 

附則につきましては、施行日を令和５年１２月１日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 舩見委員。 

舩見委員：おはようございます。よろしくお願いいたします。 

コンビニで印鑑登録証明書が発行できるということですが、それ以外に発行できる書類

を教えてください。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 印鑑登録証明書以外に住民票が発行可能となっており、税の証明書の発行については現

在検討中で、コンビニでの発行には至っておりません。 

以上になります。 

瀬崎委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

市内コンビニに限らず市外でも発行可能なのか、教えてください。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等で発行可能となっております。市内に

限らず市外でも発行できるようになっております。コンビニ以外でもイオン、マックスバ

リュ、ユニバース等、多機能端末機がある店舗であれば発行できるようになっておりま

す。 

以上になります。 

瀬崎委員長：舩見委員。 

舩見委員：多機能端末機がある店舗は全国で何店舗くらいですか。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

令和３年９月末時点で約５６,０００店舗となっております。 

瀬崎委員長：舩見委員。 
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舩見委員：ありがとうございます。 

令和３年度、４年度に窓口で発行した申請書の件数が分かれば教えてください。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 住民票が令和３年度２３,１１５通、令和４年度２３,５９０通。印鑑登録証明書が令和

３年度１０,７４５通、令和４年度１０,０８２通となっております。 

以上になります。 

瀬崎委員長：舩見委員。 

舩見委員：住民票の交付手数料は窓口の場合３００円だったと思います。コンビニで発行

する際の手数料はどうなっていますか。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

コンビニで発行する場合の手数料は、三沢市の場合は３００円、同額で発行いたしま

す。 

以上になります。 

瀬崎委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 コンビニでも同額の３００円ということで、これコンビニに対して発行件数分の手数料

がかかると思うのですが、その辺どれぐらいかかるのか、把握していたら教えてくださ

い。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの質問にお答えいたします。 

委託手数料はコンビニ事業者への支払いになるのですけれども、その金額は、証明書１

通につき１１７円払うことになります。そのほか、証明発行機能利用料というものがある

のですけれども、こちらは１通１８０円。支払い先はＪ－ＬＩＳ、地方公共団体情報シス

テム機構というところに支払いすることになっております。 

以上になります。 

瀬崎委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 手数料１通１１７円と利用料が１８０円、合わせて２９７円の差。約２倍、３００円の

コストアップになります、浸透すれば。そのコストアップの分の考え方と、今後どのよう

にそのアップした分を吸収していくのか、考えているところがあればお示しください。 

瀬崎委員長：市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：ただいまの質問なのですけれども、ちょっと、回答が今すぐにでき

なかったので、お調べしてお答えいたします。 

瀬崎委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。あとで、よろしくお願いします。 

コンビニ交付、約三万、四万の申請分がコンビニでどれぐらい、窓口業務とコンビニと

入替えになるのか、データをとっていただくことは当然ですけれども、その分窓口業務の
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仕事量が、職員の方の仕事量が違う業務に回せることによってコストアップを吸収すると

いう考えもあると思いますので、その辺のところをよろしくお願いします。また、このコ

ンビニ交付には個人番号カードが必要になると思います。私自身も調べましたら、今三沢

市は保有枚数率が７１.４％ということだったので、これの普及、もっと交付・申請数を

高められるようになると思いますので、それも併せて、今後取り組んでいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結いたします。 

採決します。 

議案第４７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４７号三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４８号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４８号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。 

この議案は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コ

ロナウイルス感染症の位置づけが５類感染症となったことに伴い、特殊勤務手当の支給に

関する特例について見直しを行うため提案するものであります。 

議案書の１２ページを御覧いただきたいと思います。 

第３条の改正は、新型インフルエンザ等で、政府対策本部が設置されたものから、人の

生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で、規則に定めるものに従事した

職員に対し、作業１日につき４,０００円の範囲内で特殊勤務手当を支給することとする

ものであります。 

附則の改正は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことに伴い、特殊勤

務手当の支給に関する特例を廃止するものであります。附則につきましては、施行日を公

布の日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 春日委員。 
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春日委員：今般この新型コロナウイルスは、感染症が５類となったということで、状況が

また変わってまいりましたけれども、そこで５類となった以前でありますけれども、職員

の皆様が、これに関して従事された長い年数、大変な状況であったかというふうに思って

おりますけれども、従事した状況がどのようなものであったのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

瀬崎委員長：総務課課長補佐。 

松森総務課課長補佐：ただいまの質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルスの対応ということなのですけれども、令和２年の年明けから、大分

国内ではやったというところで、各課の動きというものの詳細は、私もちょっとすみませ

ん、今押さえていなかったのですけれども、国からいろいろな通知があったり、対応を求

められたりということで、対応いたしました。その中で、今回条例に上げております、コ

ロナの患者に携わるような業務を行った場合には、この特殊勤務手当を支給するというこ

とで、条例を令和２年度に定めております。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。 

多分健康推進課のほうが中心で、例えば集団接種、スポーツセンターのこともあります

し、また、病院関係、医療従事者の方々もあるかと思いまして、ちょっと参考に、どれほ

どの激務であったかなという思いがありましたのでお聞きいたしました。 

以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

 遠藤委員。 

遠藤委員：この勤務手当の金額なのですけれども、何の基準によっての２９０円という金

額になっていますか。 

瀬崎委員長：総務課課長補佐。 

松森総務課課長補佐：２９０円、これは国や県の金額に準じて、条例として定めておりま

す。コロナに関わる勤務に携わった場合に、特例として４,０００円、患者に直接会った

場合は４,０００円、そうでない場合は３,０００円というのを特例で定めておりましたけ

れども、そちらも国、県の金額に準じて定めております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：今、国や県ということでのお話でしたけれども、一応県のほうは３００円に

なっていたのですね。先ほどちょっと確認したところ、３００円になっていたので、その

辺の１０円ですけれども、国、県、どちらものお話だったのですけれども、基準、例えば

県のほうに合わせるのであれば３００円という方法もあるのかなと思っての質問ですが、

いかがでしょうか。 

瀬崎委員長：総務課課長補佐。 

松森総務課課長補佐：当時、三沢市としてどういう判断の下で２９０円と定めたかは

ちょっと私のほうで承知していなかったのですけれども、委員おっしゃるとおり、他市の



- 6 - 

状況等も今後確認をいたしまして、当市の金額と比較しまして差があるようであれば、今

後どのようにすべきかということを検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：この考え、この今の状況としては、これを変更するという状況ではないという

ことでの判断でよろしいですか。 

瀬崎委員長：総務課課長補佐。 

松森総務課課長補佐：この２９０円を今どうするかということは、まだ検討はしておりま

せんでした。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：もし変更があるのであれば、もう今の段階で検討しますということであれば、

検討した結果で加えていく方法がいいのかなと思います。ましてや公布日から施行すると

いうことにはなっていますので、そういう考えがあるのであれば、また、今回決めて、何

日かしてから、やはりこっちのほうだったから３００円にしますとかというふうな検討と

かというのは、条例改正の場合にどうなのかなと思うのですけれども、その辺はちょっ

と、行政の中身はちょっとよく分からないので、どのように考えているかお願いします。 

瀬崎委員長：総務課課長補佐。 

松森総務課課長補佐：今回の条例改正はあくまでコロナに関する業務に従事した場合の特

例の部分を改正するという視点でやっておりましたので、すみません、２９０円の部分

は、今後検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４９号三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４９号三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例の
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一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この議案は、花園町地区コミュニティ集会施設ほか、２集会施設の位置を改めるため提

案するものであります。 

議案書の１４ページを御覧いただきたいと思います。 

第２条の表の改正は、花園町地区、三川目地区、織笠地区のコミュニティ集会施設につ

いて、土地の分筆等により、位置を改めるものであります。 

附則につきましては、施行日を公布の日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４９号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４９号三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５０号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第５０号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この議案は、こども家庭庁設置法の施行に伴い所要の改正を行うため提案するものであ

ります。 

議案書の１６ページを御覧いただきたいと思います。 

第２５条の改正は、こども家庭庁設置法の施行に伴い、保育所保育指針の制定権限が、

厚生労働大臣から内閣総理大臣に移ったことに伴い、条文中の厚生労働大臣を内閣総理大

臣に改めるものであります。 

附則につきましては施行日を公布の日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 春日委員。 

春日委員：今般の条例改正は、こども家庭庁の設置によるということであります。そちら

は理解いたしましたけれども、ちょっと参考にお聞きしたいのですけれども、家庭的保育

事業を行っている事業者は現在三沢市にはどれほど、どのぐらいいらっしゃるのでしょう
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か。 

瀬崎委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

市内で家庭的保育事業を行っている施設はありません。この「等」の中に含まれる事業

所内保育所としましては、ひばり苑こどもセンターの１か所がございます。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。 

 ひばり苑こどもセンターですね。例えばこれから、市民の方で、民間の方でこの家庭的

保育事業を行いたいなと、もしそういう思いを抱いている方がいらした場合ですけれど

も、認定基準と申しますか、どのようなことが、準備といいますか、そういうものが必要

なのか、参考に教えていただきたいと思います。 

瀬崎委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

家庭的保育事業を希望される方が開設する場合の基準としましては、預かり事業が家庭

的保育ということで小人数であるとか、あと保育するための施設、安全にお預かりできる

ための、安全に配慮された職員の配置、施設基準等があります。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ちょっとこの家庭的保育という、この枠の中では、子供５人以下を預かるというふうに

認識しているところでありますけれども、その場合ですけれども、５人以下ですよね。例

えば幼稚園・保育園等は、園児何名に職員、保育士、幼稚園教諭は何名というふうに定め

られておりますけれども、家庭的保育という中での５人以下の事業者になりますけれど

も、そこでは、職員は何名必要になるのでしょうか。 

瀬崎委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

家庭的保育事業に従事する職員の配置ですが、最低２人以上となっております。 

以上でございます。 

春日委員：ありがとうございます。 

 以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第５０号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第５０号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５１号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第５１号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。 

この議案は、こども家庭庁設置法の施行等に伴い所要の改正を行うため提案するもので

あります。 

議案書の１８ページを御覧いただきたいと思います。 

第１５条第１項第２号の改正は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の改正に伴い、引用条項を改めるものであります。 

第１５条第１項第４号及び第４４条の改正は、こども家庭庁設置法の施行に伴い、保育

所保育指針の制定権限が、厚生労働大臣から内閣総理大臣に移ったことから、条文中の厚

生労働大臣を内閣総理大臣に改めるものであります。 

第３７条第１項の改正は、こども家庭庁設置法の施行による国の事務移管に伴い、語句

を改めるものであります。 

附則につきましては、施行日を公布の日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第５１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第５１号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５２号三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 



- 10 - 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第５２号三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまち

づくり条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この議案は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正に伴い、事業者に

よる社会的障壁の除去の実施に係る合理的配慮の提供を義務化するため提案するものであ

ります。 

議案書の２０ページを御覧いただきたいと思います。 

第８条第３項の改正は、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る合理的配慮の提供

について、現行の努力義務から義務へ改めるものであります。 

附則につきましては、施行日を令和６年４月１日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 春日委員。 

春日委員：条例の一部を改正するということでありますけれども、こちらの「事業者」の

次に「及び指定管理者」を加え、「するよう努めなければならない」を「しなければなら

ない」に改める、このことでありましたけれども、これによって今後どのように変わって

いくのでしょうか。 

瀬崎委員長：障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：お答えいたします。 

この条例におきまして、規定されているところ、合理的配慮の提供の、これまで努力義

務だったところが義務化となるということで、仮に障害者の方から、合理的配慮の不提供

がありましたという相談が市のほうにありましたときに、我々のほうで、従来であれば、

障害者の方とあと事業所の方の双方から事情をお聞きしたり、その上で、解決策などを助

言させていただくと。そのときに事業者に対して、あなた方には、こういった合理的な配

慮を提供する努力をする必要があるのですよという言い方から、この改正後、来年の４月

１日以降は、事業者の方々に対して、あなたたちがこの合理的な配慮をすることは義務に

なりますということになります。それで、相談とか、助言ということで、問題の解決が図

られない場合は、これは従来も一緒なのですけれども、三沢市障がい者差別解消調整委員

会というところで審議させていただきまして、助言またはあっせんという流れで、問題の

解決を図っていくということになっております。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 今のお答えの中で、利用者、当事者から、合理的配慮がなされなかった、そのような訴

えがあった場合ということでありましたけれども、これまで、そのようなケースはありま

したでしょうか。 

瀬崎委員長：障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：これまでのケースで、この合理的配慮の不
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提供という事案として取り合ったケースは、令和２年４月１日にこの条例が施行されて以

降は、件数としてカウントされているものはございません。ただし、これは分類上のお話

でありまして、従前からございます、虐待や障害者の雇用に関する問題、そして、障害福

祉サービス事業所に対する苦情などの中にも、このような申立てに、合理的配慮の不提供

に類似するような問題というのは、多数ございました。それで、それらの問題に対しても

それぞれの虐待防止とか、障害者雇用の問題ということで、相談を受けて、関係機関と事

情を協議したり、助言させていただいたりということで、解決のほうに取り組んできた次

第でございます。ということで再度のお話になりますけれども、件数としては、存在はし

ていたものと思われますが、正確なものについては、件数はカウントしておりませんでし

た。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：カウントはない、ゼロではなかったというふうに思います。やはり、せっかく

の共生の心を育む条例、こちらのことを見ましても、これまで以上に、障がいのある人も

ない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり、この条例ありきではなく実態が非常に大切だ

という大事だということはもちろん申し上げるまでもありませんので、これまで以上にき

め細かい、また手厚い支援をしていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

 奥本副委員長。 

奥本副委員長：では質問させていただきたいと思います。 

 やはり、三沢市も障害者に対する様々な、何というのですか、共生の意識というのが高

まってきていると、十何年前から比べるとかなり進んでいるというふうに私も感じている

のですけれども、実際に障害者雇用が、例えば就労ＡとかＢとかあるのですけれども、か

なり増えているなと。道路を走っていても、就労Ａとかという看板とかを見て、そういう

部分ではすごい進んでいると思うのです。実際どのぐらい、事業者、指定管理含めて、こ

れから指定管理も含むのでしょうけれども、今どのぐらいの事業者があるのか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

瀬崎委員長：障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：お答えいたします。 

ただいまの御質問、就労継続支援Ａ型、そして就労継続支援Ｂ型ということで、障害福

祉サービスに分類される働き方の件数に加えて、一般の事業所でも雇用されている障害者

の方もということですけれども、申し訳ございません、一般の企業で雇用されている障害

者の方の人数については、我々のほうで現在承知しておりませんでして、就労継続支援Ａ

型、Ｂ型につきましては、ただいま資料を持ち合わせておりませんでしたので、用意し次

第、御回答したいと思います。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：奥本副委員長。 

奥本副委員長：ありがとうございます。 
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 以前、やはり障害者の方が就労していった中で、いじめに遭ったというような相談もあ

りました。そういった中で、やはり障害があるないにかかわらず、障害に対する理解とい

うのを、やはり一人一人がどんどん認識していかなければならないのかなと、そういうふ

うなことも大事だなというふうに思うのですけれども、今回、指定管理というふうに加え

たということで、この指定管理の方がこの就労に関わる要素というか、要望があったから

こういうふうに変えるということになるのですか。 

瀬崎委員長：障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：お答えいたします。 

今回の改正内容で、指定管理者に関する部分の改めもございますけれども、こちらは、

指定管理者につきましては、従来から合理的な配慮については義務となっておりました。

今回、一般の事業者が、努力義務から義務化するということの改正で、文言の整理で、指

定管理者も従来から義務ではあったのですけれども、こちら、事業所と指定管理者と併せ

て義務ですよというふうに、文言を整理させていただいた次第でございます。 

以上です。 

瀬崎委員長：奥本副委員長。 

奥本副委員長：分かりました。 

 ワークランドつばさとかもありますしね。要するに指定管理のほうは、これまでも厳し

い義務というふうになっていたわけですよね。義務化、それが一般の事業者のほうにも、

これを義務とするというように強制力がある。やったということだと思うのですけれど

も、先ほどやはりＡ、Ｂ、一般の障害者の就労、これやはりぜひ実態を把握していただき

たいなというふうに思うのですよね。それでやはりいじめとか虐待というのは、表には出

てこない。なかなか気づかないという、本人同士の、また、障害者の方も、虐待を受けた

りいじめを受けたりしてもそれを認識できないというケースもあるわけですよね。やはり

客観的に、例えば、今いろいろ問題になっていますけれども、カメラをつけて、常にこ

う、何というのですか、そういうふうなことがないように、客観的に見られるような、そ

ういうふうなやり方もありますし、様々いじめとか虐待とか、そういう差別、そういった

ことに対して、しっかりと発見できるような、そういうふうな仕組みづくりも、しっかり

取り組んでいただきたいというふうに思います。ぜひ実態をちゃんとつかんでいただきた

いということをまず要望して終わります。 

瀬崎委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：罰する規則は特に今のところないのかもしれませんが、委員会に諮られてとい

うことで、結果を出すということのお話だったかと思いますが、委員会の委員の内容とい

うことはお知らせできますか。 

瀬崎委員長：障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：委員は、市長を初めとする１１名の有識者

やそういった方々で、関係機関の方々で構成されております。常設されている機関になり

ます。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：遠藤委員。 
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遠藤委員：その委員の中には、委員の施設の経営者というか、そういうところも入ってい

るということではないのですね。 

瀬崎委員長：障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：詳細につきまして、現在、名簿を持ち合わ

せておりませんでしたので、準備して、後ほど御回答させていただきます。 

以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第５２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５２号三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづく

り条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第５３号三沢市医師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第５３号三沢市医師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定

について御説明申し上げます。 

 この議案は、三沢市立三沢病院に勤務する医師等を確保し、もって医療提供体制の強化

を図ることを目的として、医療技術の修得に必要な修学資金の貸与額等を改めるため提案

するものであります。 

議案書の２２ページを御覧いただきたいと思います。 

 第３条の改正は、修学資金の貸与額を月額５万円から月額１０万円以内に改めるもので

あります。 

第６条第２号及び第７条の改正は、修学資金の返還を免除するに当たり条件となる、卒

業後の三沢病院での在職期間を、貸与を受けた期間から貸与を受けた期間の１.５倍の期

間に改めるものであります。 

第８条の改正は、教育機関等の卒業時に免許を取得できなかった者が、引き続き免許の

取得を目指す場合は、修学資金の返還を１年間猶予することができる旨、新たに規定する

ものであります。 

附則第１項は、施行日を令和６年４月１日とするものであります。 

附則第２項は、令和６年４月１日前の修学資金の貸与に係る経過措置を定めるものであ
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ります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本副委員長。 

奥本副委員長：医師の確保というのは本当に、今大変な状況だと思うのですけれども、こ

れ、昭和４５年からということなのですけども、これ利用した人数というのは、これまで

何人ぐらいいるのか教えていただけますか。 

瀬崎委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局参事兼管理課長：ただいまの利用者の数について説明いたします。 

条例自体は古くからありましたが、平成３１年に金額を３万円から５万円に改正したと

きに、その次の年度から借入れが行われまして、現在まで４人利用者がおります。 

以上になります。 

瀬崎委員長：奥本副委員長。 

奥本副委員長：この条例の条件として、三沢市立三沢病院で就労した場合というふうに限

定しているものになるわけですよね。そのときにちょっと伺ったときに、例えば、医師

が、なんと言うのですか、弘前大学医学部とします。そのときに、本人の意思で病院を選

べないと聞いたのですよね。あくまで大学側が、あなたはここに行きなさいというふうな

形で配置されるので、例えば三沢市立三沢病院に、この奨学金を借りて、私は三沢市立三

沢病院で働きたいとなったときに、それは可能になるのですか。 

瀬崎委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局参事兼管理課長：ただいまの質問についてお答えいたします。 

 条例等は医師等となっておりますけれども、現実に貸与を受けている方の職種につきま

しては、薬学部と看護学科の方々が貸与を受けておりまして、医師については、現在、貸

与を受けている方はおりませんので、ちょっと今、その点についてお答えしかねます。 

瀬崎委員長：奥本副委員長。 

奥本副委員長：すみません。私は医師がどのぐらいこれを利用したのかなというのを

ちょっと、看護師とか薬剤師の方も「等」ですから入っているわけですけれども、医師は

今までなかったというふうになりますよね。そうすると、やはり、そういうふうな医師を

確保するためのものというよりは、どちらかというと薬剤師と看護師向けの奨学金という

ふうな制度になるのかなと思うのですけれども、これ医師確保するために、こういう奨学

金制度というのは、どうあるべきだというふうに思いますか。 

瀬崎委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局参事兼管理課長：ただいまの質問についてお答えいたします。 

まず、医師の修学資金に関しましては、当院でも条例がありますので、該当する方がい

て、応募があれば検討したいと思います。ただ、そもそも三沢病院に来ている医師につき

ましては、弘前大学医学部の卒業生がほとんどであり、県の修学資金を受けている方がほ

とんどで、県内枠という形で、県内の病院に勤務した場合は、同じように返還の免除とい

うものが行われておりますので、三沢病院としては、修学資金についてはそれを利用して

いただきたいと考えております。病院の採用につきましては、資金ではなくて、研修です
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とか、初期研修などで三沢病院に来ていただいて、県内の医師総数を増やしていって、そ

の中で当院を選んでいただいて、勤務していただければと考えております。 

以上になります。 

瀬崎委員長：奥本副委員長。 

奥本副委員長：分かりました。 

医師を呼び込むためのものではないということですね。制度にはなっていないというふ

うに思いました。県のほうでやっているその奨学金の部分があるのですけれども、例えば

三沢市立三沢病院のほうに勤務されてなおかつ、県の奨学金を受けていて、また、三沢市

に定住といいますか、定着していただきたいということで、三沢市としてまた新たな、そ

ういう援助をする内容のものを創設してもいいのかなと、今、そういうに思いました。ぜ

ひ検討していただきたいと思います。 

以上です。 

瀬崎委員長：ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結いたします。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第５３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第５３号三沢市医師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５４号桜町団地外壁等改修工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第５４号桜町団地外壁等改修工事請負契約の締結について御説明申し

上げます。 

この議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定に基づき提案するものであります。 

議案書の２４ページ及び議案第５４号資料を御覧いただきたいと思います。 

契約の主な内容は、桜町団地の経年劣化した外壁等を改修する建築工事であります。 

資料１ページを御覧いただきたいと思います。 

工事内容といたしましては、記載しております住宅、集会室棟など、建物の外壁、軒

天、屋上防水等の改修工事であります。 

議案書のほうに戻っていただきまして、工事場所は三沢市桜町３丁目１番２１号、契約

の方法は一般競争入札、契約金額は１億６,４７８万円、契約の相手方は三沢市南町４丁
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目３１番地３４６９号、株式会社小坂工務店であります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第５４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第５４号桜町団地外壁等改修工事請負契約の締結については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５５号財産の取得についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第５５号財産の取得について御説明申し上げます。 

この議案は、情報提供施設機器を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

議案書の２６ページを御覧いただきたいと思います。 

取得の目的は、三沢市ケーブルテレビジョン放送体制の安定化を図り、市民の生活環境

の向上に寄与するためであります。契約の方法は一般競争入札、取得金額は２,９０４万

円、契約の相手方は三沢市大字三沢字南山５５番地６号、株式会社義晃であります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第５５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第５５号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

ここで、議案第４７号に係る舩見委員の質問に対する回答保留の部分につきまして、市

民課から回答の申し出がありました。 
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市民課窓口係長。 

樋口市民課窓口係長：舩見委員からの、コンビニで支払う証明書手数料３００円と、コン

ビニと地方公共団体情報システム機構に支払う利用料２９７円の差額の活用方法、コスト

について、今改めてお話しさせていただきます。 

令和３年度のデータがありまして、窓口で発行している証明書のうち、約１０％がコン

ビニ交付によるものというふうになっております。三沢市でも運用の状況を見ながら、そ

して実績を見ながらにはなるのですけれども、先ほど委員がお話しされたほかのサービス

への人材を置いていくことだったり、人員配置の見直しによって、もしかしたら人件費の

削減に今後つながるかもしれないということ、あとお客様の待合スペースの環境の改善

だったり、そういったことの可能性について検討していければいいのかなと思っておりま

す。 

以上になります。 

瀬崎委員長：続いて、議案第５２号に係る奥本副委員長と遠藤委員の質問に対する回答保

留の部分につきまして、障害福祉課から回答の申し出がありましたので、お願いいたしま

す。 

 障害福祉課課長補佐。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：奥本委員の御質問にお答えいたします。 

就労継続支援Ａ型、こちらは雇用契約があるサービスになりますけれども、今年４月現

在で１８名の方が利用されていらっしゃいます。そして、就労継続支援Ｂ型、こちらは雇

用契約のない就労系のサービスですけれども、同じく今年４月の利用者は１３５名になり

ます。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：あと遠藤委員からの。 

秋山障害福祉課課長補佐兼共生社会推進係長：失礼しました。続いて遠藤委員の御質問に

お答えいたします。 

三沢市障がい者差別解消調整委員会の構成につきましてですけれども、障がいのある

人、またはその家族ということの代表で、お助けマンクラブから会長に１名、そして福

祉、医療、雇用、教育等に関する事業に従事する者として、市役所の健康福祉部長、教育

部長の２名、そして、公共職業安定所、ハローワーク三沢の所長が今１名、そのほか三沢

市社会福祉協議会の事務局長１名、上十三障害者就労支援協議会の会長１名、そして県立

七戸養護学校の教頭先生１名、そのほか学識者ということで、八戸学院大学の健康医療学

部の講師の先生１名、そして弁護士の先生１名ということで構成されております。 

以上でございます。 

瀬崎委員長：以上で、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。 

これをもって、条例等審査特別委員会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

午前１１時００分 閉会   

 

以   上 
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委 員 長   瀬 崎 雅 弘   


